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産業振興基本条例と区の施策 
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産業振興基本条例 

 

 

 産業振興施策 

第 4条 区の責務 ①基本的施策 

(1)事業者の創

意工夫及び自

助努力に基づ

く事業活動を

支援すること 

(2)産業振興に

関するネットワ

ークを形成す

ること 

(3)産業に関す

る情報を収集

し、及び発信

すること 

(4)産業振興を

担う人材を発

掘し、及び育

成すること 

(5)社会経済状

況の変化に適

応する事業転

換を支援する

こと 

高田馬場創業支援センター開設 
  

○ ○ ○ 

景況調査  

 
○ 

  
産業振興施策の公表 

  
○ 

  
産業振興会議の運営 

     
中小企業向け制度融資 ○ 

   
○ 

商工相談 ○ 
   

○ 

セーフティネット保証制度認定 ○ 
    

ビジネスアシスト新宿 ○ 
   

○ 

新宿ものづくりマイスター認定制度 ○ ○ ○ ○ 
 

ものづくり産業支援事業助成 ○ ○ 
   

産業振興フォーラム ○ ○ 
   

優良企業表彰・ビジネス交流会 ○ ○ ○ 
  

創業支援セミナー 
 

○ ○ ○ 
 

ビジネス交流会（区内金融機関主

催）への出展及び出展斡旋 
○ ○ ○ 

  

地場産業団体の展示会等支援 ○ 
    

地場産業団体分担金等 
     

地場産業振興小野基金 
     

魅力ある商店街づくり支援事業 
     

商店街にぎわい創出支援事業 
     

商店街ステップアップ支援事業 
     

商店街サポート事業 
     

商店街消費拡大推進事業 
     

商店街空き店舗活用支援事業 ○ 
    

商店会連合会への事業助成 

 
    

生鮮三品小売店活性化事業 
     

産業会館（ＢＩＺ新宿） ○ 
 

○ 
  

新宿ビズタウンニュース 

新宿ビズタウンネット   
○ 

  

新宿文化ロード 
 

○ ○ ○ 
 

 

産業振興基本条例と産業振興施策との関連 

新規 
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第 4条 区の責務 ①基本的施策 第 9条 第 10～12条 

(6)創業及び事

業承継のため

の環境を整備

すること 

(7)創造力のあ

る産業を育成

すること 

(8)中小企業者

の活力ある成

長と発展のた

めの取組を行

うこと 

(9)地場産業の

持続ある発展

のための取組

を行うこと 

(10)商店街の

発展と活性化

のための取組

を行うこと 

産業振興施策

の公表 

産業振興会議

の設置 

○ ○ 
     

 
      

 
    

○ 
 

 
     

○ 

○ ○ ○ ○ ○ 
  

 
 

○ 
    

 
      

 ○ ○ 
    

 ○ 
 

○ 
   

 
 

○ 
    

 
 

○ 
    

 
 

○ 
    

○ 
      

 

  
○ ○ 

   

 ○ ○ ○ 
   

 ○ 
 

○ 
   

 ○ 
 

○ 
   

 
   

○ 
  

 
   

○ 
  

 
   

○ 
  

 
   

○ 
  

 
   

○ 
  

○ 
   

○ 
  

 
   

○ 
  

 
 

○ 
 

○ 
  

 
 

○ 
    

 

       

 
 

○ 
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産業振興基本条例施行と平成 24年度新規事業 

平成 23年度 

・新宿ものづくりマイスター 

（技の名匠®）の認知度向上 

・地場産業を含めたものづくり

産業の後継者育成 

・効率的な運営を図るため事業

を体系的に整理 

・商店会のニーズが高く、社会

的課題でもある環境対策に重

点的に対応（補助率を上げる） 

〈環境に配慮した商店街づくりの 

推進〉 

・個店の魅力創出に向けて「エ

リア」（商店会）だけでなく、「横

の繋がり」（同業者）に注目した

支援策を実施し、多面的な視点

から商店街活性化を図る 

＜条例施行＞ 

・対象件数の増加（3 件→10 件）

や申請時期の要件（年 1 回→

通年）を緩和 

・貸主に対する支援策の創設 

・補助制度から融資制度への転

換による創意工夫と自助努力

による事業活動の促進 

商店街にぎわい創出支援事業 

商店街ステップアップ支援事業 

商店街空き店舗活用支援事業（助成金） 

ものづくり産業支援 

・ものづくり産業支援事業助成 

・新宿ものづくりマイスター（技の名匠®） 

認定制度 

魅力ある商店街づくり支援事業 
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平成 24年度 

関連する条例の項目 

（条例第４条第 1項 基本的施策） 

(4)産業振興を担う人材を発掘し、及び育成すること 

(6)創業及び事業承継のための環境を整備すること 

(7)創造力のある産業を育成すること 

(9)地場産業の持続ある発展のための取組を行うこと 

(10)商店街の発展と活性化のための取組を行うこと 

(1)事業者の創意工夫及び自助努力に基づく事業活動

を支援すること 

(6)創業及び事業承継のための環境を整備すること 

(10)商店街の発展と活性化のための取組を行うこと 

(10)商店街の発展と活性化のための取組を行うこと 

にぎわいと魅力 あふれる商店街支援 

環境に配慮した商店街づくりの推進 

商店街空き店舗活用支援融資 

・中小企業向け制度融資 創業資金 

   （商店街空き店舗借主特例） 

・中小企業向け制度融資 店舗改装資金 

   （商店街空き店舗貸主特例） 

地域商業イメージアップ促進事業 

ものづくり産業支援 

・ものづくり産業支援事業助成 

・新宿ものづくりマイスター認定制度 

 ・ものづくり産業体験型教室 

・後継者育成支援 
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平成 24年度新規事業内容 

ものづくり産業支援 

  ものづくり産業体験教室 

新宿ものづくりマイスター「技の名匠®」や地場産業

等の認知度を向上させるため、体験型教室を新宿区立産

業会館（ＢＩＺ新宿）等において実施する。 

  後継者育成支援 

地場産業（染色業、印刷・製本関連業）の新たな技術

者を育成するため、研修生を受け入れる事業者等に対

し、材料費等の運営費の一部を補助する。 

      

にぎわいと魅力あふれる商店街支援 

商店会等が実施する、街のにぎわいや交流を創出する

ためのイベントや商店街の魅力を高めるための施設整

備（改装等）に対して、必要な費用の助成を行い、商店

街の活性化を図る。 

      

環境に配慮した商店街づくりの推進 

商店会等が実施する、商店街路灯のＬＥＤ街路灯への

設置・切替や、ソーラー・ハイブリッド型街路灯の設置・

切替等の環境対策への取り組みに対し必要な費用の助

成を行い、環境に配慮した商店街づくりを推進する。 

      

地域商業イメージアップ促進事業 

新宿区内で活動する同業者組合等が自主的に行う、商

店街の活性化につながる事業に対し、必要な経費の助成

を行い、支援することで地域経済の活性化を図る。 

   

商店街空き店舗活用支援融資 

  
中小企業向け制度融資 創業資金 

（商店街空き店舗借主特例） 

商店街にある空き店舗を活用して事業を行う創業者

に対し、低利な融資（利息、貸付信用保証料を区が全額

補助）を紹介することで、活力ある創業者を商店街に誘

致し、にぎわいあふれる商店街を創出する。 

  
中小企業向け制度融資 店舗改装資金 

（商店街空き店舗貸主特例） 

商店街にある空き店舗の家主に対し、店舗改修を目的

とした低利な融資（利息、貸付信用保証料（上限あり）

を区が全額補助）を紹介し、家主が空き店舗を貸し出す

ためのサポートを行うことで、商店街に活力ある事業者

を呼び込み、商店街の空き店舗の減少を図る。 

 



7 

 

  

・ものづくり産業支援補助対象企業、優良企業表彰受賞企業 

  （区主催ビジネス交流会、信金主催ビジネス交流会） 

・新宿ものづくりマイスター「技の名匠®」認定者 

  （消費生活展、信金主催ビジネス交流会） 

・新宿区商店会連合会（加入促進、新宿応援セール、産業振興会議） 

・東京商工会議所新宿支部 

  （ビジネス交流会、優良企業表彰、新春講演会、産業振興会議等） 

・東京中小企業家同友会新宿支部（産業振興会議） 

・新宿区染色協議会（地場産業、産業振興会議） 

・新宿区印刷・製本関連団体協議会（地場産業、産業振興会議） 

・新宿区しんきん協議会（新春講演会、産業振興会議） 

・西京信用金庫（ビジネス交流会） 

・東京三協信用金庫、昭和信用金庫 （ビジネス交流会） 

・西武信用金庫（ビジネス交流会） 

・日本政策金融公庫（創業セミナー） 

・東京信用保証協会（職員勉強会） 

・社団法人日本芸能実演家団体協議会 （文化ロードイベント協力） 

・吉本興業株式会社（文化ロードイベント協力） 

・宝塚大学（文化ロード印刷物デザイン提供） 

・早稲田大学（産業振興会議） 

・信用金庫、日本政策金融公庫（相談事業） 

条例第 4条第 2項 

 区は、前項の基本的

施策を実施するに当た

っては、必要に応じて

区民、事業者、商店

会、産業経済団体、金

融機関及び教育研究

機関との連携を図るも

のとする 

【関係機関との連携】 

産業振興基本条例（平成 23年 4月 1日施行）施行後の区と関係機関との連携 

【今後予定される主な連携の動き】 

・入居者とのランチ会 

・入居者向け研修会、講演会 

高田馬場 

創業支援センター 
金融機関 

新宿区、信用金庫、 

日本政策金融公庫 

「相談事業」 
 


